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商品概要書を店頭にてご用意しております。詳しくは、窓口までお問合せいただくか当金庫ホームページでご確認ください。

～投資信託ご購入にあたってのご注意事項～

商号等：奈良信用金庫
登録金融機関／近畿財務局長（登金）第71号
加入協会／日本証券業協会

1.  投資信託は、預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

2. 当金庫で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

3.  投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではなく、投資元本を割り
込むことがあります。

4. 投資信託の運用による収益および資産の減少は、ご購入のお客さまに帰属します。

5.  投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・REIT（不動産投資信託）
などの価格変動やその発行者に係る信用状況などの変化、金利の変動、為替相場の
変動などにより、基準価格が下落し投資元本を割り込むことがあります。

6.  投資信託のご購入、ご換金にあたっては各種手数料等（申込手数料最大 3 . 3％
（税込）、信託財産留保額最大0.3％）が必要です。また、これらの手数料とは別に
運用管理費用＜信託報酬＞（投資信託の純資産総額の最大年 2 . 42％（税込））と
監査報酬、有価証券売買手数料などその他費用等（運用状況等により変動し事前に
料率、上限額を示すことができません。）を毎年、信託財産を通じてご負担いただ
きます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額になり
ます。

7. 投資信託には、ご購入やご換金の日（期間）に制限のある場合があります。

8. 当金庫は販売会社であり、投資信託の運用・設定は運用会社が行います。

9.  投資信託をご購入の際は、お渡しする最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」
および「目論見書補完書面」「契約締結前交付書面」等の内容を必ずご覧になり、
投資に関する最終決定はお客さまご自身でご判断ください。


